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平成２５年３月１２日 

 

各  位 
会 社 名     株 式 会 社 東 京 楽 天 地            
代表者名  取締役社長 山田 啓三 

（コード番号 ８８４２ 東証第１部） 
問合せ先 経 理 部 長      岡村  一 
（TEL ０３－３６３１－５１９５） 

 

（訂正）「平成２３年１月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

平成２３年３月１６日に発表いたしました「平成２３年１月期 決算短信」の記載事項の一部に訂正

すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、ＸＢＲＬ数値データについては、訂正はありません。 

 

記 

平成２３年１月期 決算短信 

【訂正箇所】（訂正箇所には下線を付しております） 

  ２７ページ 

 (８) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

    （賃貸等不動産関係） 

      当連結会計年度(自  平成 22 年２月１日  至  平成 23 年１月 31 日) 

（訂正前） 

      当社および一部の子会社では、東京都において、賃貸用の商業施設等（土地を含む。）を有しており

ます。なお、賃貸用の商業施設等の一部については、当社および連結子会社が使用しているため、賃貸

等不動産として使用される部分を含む不動産としております。平成 23 年１月期における当該賃貸等不

動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する賃貸損益は、2,897,635 千円（賃

貸収入は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。 

      また、当該賃貸等不動産および賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の連結貸借対照表計

上額、当期増減額および連結決算日における時価は、次のとおりであります。 
  

 連結貸借対照表計上額  
連結決算日における時価

（千円） 前連結会計年度末残高 
（千円） 

当連結会計年度増減額
（千円） 

当連結会計年度末残高
（千円） 

16,795,259 2,382,320 19,177,580 43,576,673

  

    （注） 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

           2. 主な変動 

                  増  加      北新宿ビル取得               1,520,860 千円 

                              六本木ビル取得               1,236,418 千円 

                  減  少      減価償却                       494,082 千円 

           3. 時価の算定方法 

             主として社外の不動産鑑定士による不動産評価に基づく金額であります。 

 

    （追加情報） 

      当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 20 号  平

成 20 年 11 月 28 日)および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第 23 号  平成 20 年 11 月 28 日)を適用しております。 
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（訂正後） 

      当社および一部の子会社では、東京都等において、賃貸用の商業施設等（土地を含む。）を有してお

ります。平成 23 年１月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、2,897,635 千円（賃貸収入

は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。 

      また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当期増減額および連結決算日における時価は、次

のとおりであります。 
  

 連結貸借対照表計上額  
連結決算日における時価

（千円） 前連結会計年度末残高 
（千円） 

当連結会計年度増減額
（千円） 

当連結会計年度末残高
（千円） 

19,398,053 3,277,873 22,675,927 43,576,673

  

    （注） 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

           2. 主な変動 

                  増  加      北新宿ビル取得               1,598,536 千円 

                              六本木ビル取得               1,236,418 千円 

                  減  少      減価償却                       960,700 千円 

           3. 時価の算定方法 

             主として社外の不動産鑑定士による不動産評価に基づく金額であります。 

 

    （追加情報） 

      当連結会計年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 20 号  平

成 20 年 11 月 28 日)および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第 23 号  平成 20 年 11 月 28 日)を適用しております。 

 

以  上 


